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制作・管理 公益社団法人日本愛玩動物協会 
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7.27 「動物可物件のご案内」更新 
7.27 「動物ボランティア募集」リンク先変更 

⇒ その他の更新一覧 

緊急災害時動物救援本部の主な活動内容 
 
1. 被災動物の救護等のための人材派遣・物資提供・資金供与 
被災地に設置された各県の「動物救援本部」やその他団体などへ、支援物資の輸送や活動資金の供与
を行っています。また、必要に応じてボランティアなどの派遣を行います。 
それぞれの動物救援本部においては、被災動物の医療・フード・ペット用品の提供、動物の一時預かり、
放浪動物の保護などを行っています。 
また、動物保護シェルターの設置を予定している動物救援本部もあります。 
 ・岩手県災害時被災動物救援本部（事務局・岩手県獣医師会） 
 ・宮城県緊急災害時被災動物救援本部（事務局・宮城県獣医師会） 
 ・仙台市被災動物救護対策臨時本部（事務局・仙台市獣医師会） 
 ・福島県動物救護本部（事務局・福島県保健福祉部食品生活衛生課） 

→各地の動物救援本部連絡先一覧 
 
2. 救護活動を円滑に実施するため、政府・都道府県等の関係行政機関との連携 
動物救護に必要な事項を政府や都道府県等に要請するなど、救護活動が円滑に実施されるように行政
との連携をとっています。  
 
3. 緊急災害発生時の効率的な救護活動のための予防措置 
災害が発生したとき、効率的に動物救護活動を行えるよう、防災マニュアルの作成などを行っています。 

どうぶつ救援本部（緊急災害時動物救援本部）

●財団法人日本動物愛護協会 
●公益社団法人日本動物福祉協会 
●公益社団法人日本愛玩動物協会 
●社団法人日本獣医師会 
 
事務局：財団法人日本動物愛護協会 
     本部長 中川 志郎 
 
〒107-0062 
東京都港区南青山7-8-1 
南青山ファーストビル6階 
TEL：03-3409-1822 FAX：03-3409-1868 

緊急災害時動物救援本部 事務局：財団法人日本動物愛護協会 
〒107-0062 東京都港区南青山7-8-1 南青山ファーストビル6階 TEL：03-3409-1822 FAX：03-3409-1868 
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平成 23 年３月 14 日 

 

別紙団体の長 宛 

 

 

 

環境省大臣政務官        

 

 

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震により生じた 

被災家庭動物の保護への御協力について 

 

この度の地震により、多数の方々が被災されたことに関し、心から痛ましく思います

とともに、一日も早い復興をお祈りいたしております。 

 さて、被災地では、多くの方が避難を強いられておりますが、被災地に多くの家庭動

物が残されていることが想定され、被災された住民の皆様の心の支えとなりうる家庭動

物の保護・収容及び適正な飼養への支援は急務となっております。 

しかしながら、未曾有の規模で起きたこの度の地震による被害は甚大であり、また、

避難施設における動物の保護、適正な飼養の体制整備及び従事する人員、物資の確保も

困難となっております。 

そこで、財団法人日本動物愛護協会を事務局とする関係４団体から構成される緊急災

害時動物救援本部が、発生直後に活動を開始しました。 

 つきましては、貴会におかれましても、事情を御高察の上、緊急災害時動物救援本部

と連携の上、可能な限り被災地における家庭動物の保護・収容及び適正な飼養への支援

について御協力をお願い申し上げます。 

 一日も早い被災地の復興に御支援いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。 
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発出先　団体名 役職 氏名

1 （財）日本動物愛護協会 理事長 中川 志郎

2 （社）日本動物福祉協会 理事長 山下　眞一郎

3 （公社）　日本愛玩動物協会 会長 小川　益男

4 （社）日本獣医師会 会長 山根 義久

5 (社)日本動物園水族館協会 会長 山本　茂行

6 (社)ジャパンケネルクラブ 理事長 永村　武美

7 中央ケネル事業協同組合連合会 代表理事 福森　美由紀

8 （社）全国ペット協会 会長 米山 由男

9 全日本動物輸入業者協議会 会長 有竹　隆

10 日本鳥獣商組合連合会 理事長 河野　朝城

11 優良家庭犬普及協会 会長 森山　眞弓

12 （公社）　日本動物病院福祉協会 会長 石田　卓夫

13 （公財）　どうぶつ基金 理事長 佐上　邦久

14 （社）ペットフード協会 会長 越村　義雄

15 （社）日本ペット用品工業会 会長 林　明雄

関係団体への協力要請文書等の発出先
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動物収容・譲渡対策施設整備費補助

５０百万円（１００百万円）

自然環境局総務課動物愛護管理室

１．事業の概要
都道府県、政令市等が所有者から引取り依頼等された犬及び猫について

は、各自治体の動物愛護センター等の収容施設に収容され、譲渡される機
会を待っており、動物愛護の観点から収容施設の拡充・改善が必要である。

また、犬及び猫の殺処分数を大幅に減少させるためには、収容前の普及
活動を推進するとともに、収容された犬及び猫について、家庭動物として
の適性を評価して譲渡に結びつけることが重要なことから、自治体におけ
る動物の収容・譲渡のための施設整備に対する支援(補助)を行う。

２．事業計画

内容等 H21 H22 H23 ～H29 備 考
動物収容・譲 動物愛護基本指針
渡施設の整備 の目標期間内で、
補助 全国でモデル的に

補助する。

３．施策の効果

「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく「動物愛護基本指針」
（平成18年10月31日環境省告示第140号）では、犬猫の殺処分数の減少を目
標に掲げており、その達成に寄与する。

４．備考
（事業費内訳）

動物収容・譲渡施設の新・改築 ５０百万円
(補助率 １／２）

① 保管施設の新築・改築・改修
② 譲渡のための専用スペースの設置（改修を含む）

（補助金の流れ）

交付決定 政 中
国 令・核

市 市

交付申請
事業者

11



 

 

 

 

 （背景） 

○ 近年、国民の家庭動物等飼養に対する関心が高まっている。 

○ 動物愛護管理法に基づく「基本指針」では、平成２９年度までに、犬及び

ねこの殺処分数の半減を目標に掲げている。 

○ 平成２９年度までに、犬及びねこの引取り数及び殺処分数を大幅に減少さ

せるためには、家庭動物等としての適性を評価して譲渡に結びつけること

が重要である。 

○ 現在ある自治体の収容施設のうち、多くが老朽施設であり、保管場所に

ついても狭隘な場合が多い。 

 

 
 

               
 

動物収容・譲渡対策施設整備費補助 

◆ 保管施設の新築・改築・改修 

動物保護の観点から十分な保管 

スペース、電気・給排水設備、 

冷暖房設備等 

 

 

 

 

◆ 譲渡のための専用スペースの 

設置（改修を含む） 

譲渡希望者等とのふれあいの場、 

適正譲渡講習会等実施会場 

 

      

動物収容・譲渡施設の新・改築 

12



 

指  示 
 

平成２３年４月２１日１１時００分 
 
福島県知事 殿 
富岡町長 殿 
双葉町長 殿 
大熊町長 殿 
浪江町長 殿 
川内村長 殿 
楢葉町長 殿 
南相馬市長 殿 
田村市長 殿 
葛尾村長 殿 
 

 
平成２３年（２０１１年）福島第一及び第二 
原子力発電所に係る原子力災害対策本部長 

内閣総理大臣 
 
 東京電力株式会社福島第一原子力発電所で発生した事故に関し、原子力災害対策特

別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２０条第３項の規定に基づき下記のとおり

指示する。 
 

記 
 

 

別添「警戒区域の設定について」（平成２３年４月２１日原子力災害対策本部）に

基づき、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径２０キロメートル圏内を原

子力災害対策特別措置法第２８条第２項において読み替えて適用される災害対策基

本法（昭和３６年法律第２２３号）第６３条第１項の規定に基づく警戒区域に設定し、

緊急事態応急対策に従事する者以外の者に対して、市町村長が一時的な立入りを認め

る場合を除き、当該区域への立入りを禁止し、又は当該区域からの退去を命ずること。 

 

各々の市町村域のうち、対象区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。 
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＜参考＞ 
○災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号） 
※原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２８条第２項による

読替後 
（市町村長の警戒区域設定権等） 
第六十三条 原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるま

での間において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると

認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、緊急事態応急対策に従事する者以

外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域から

の退去を命ずることができる。 
２ 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村

長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があ

つたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうこ

とができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行なつたときは、

警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 
３ （略） 
 
第百十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は拘留に処す

る。 
 一 （略） 
 二 第六十三号第一項（原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。以下この号において同じ。）の規定による市町

村長（第七十三条第一項の規定による市町村長の事務を代行する都道府県知事を含

む。）の、第六十三条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の又は同条第

三項（原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）において準用する第六十三条第一項の規定による原子力災害派

遣等を命ぜられた部隊等の自衛官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかっ

た者 
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別添

警戒区域の設定について

平成２３年４月２１日

原子力災害対策本部

原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２８条

第２項により読み替えられる災害対策基本法（昭和３６年法律第２２

３号）第６３条第１項の規定に基づき、市町村長が警戒区域を設定し、

緊急事態応急対策に従事する者以外の者の立入りを制限するに当たっ

ては、以下の考え方によることとする。

１ 警戒区域の設定の考え方

（１）警戒区域

①方針

・避難のための立退きを指示された区域内の現状として、同区域

内に残留したり、立ち入ったりする居住者等が確認されている。

これらの者の安全を確保することが困難であるほか、同区域外

への影響も懸念されることから、新たに同区域を警戒区域とし

て設定し、居住者等の生命又は身体に対する危険を防止するこ

ととする。

②設定の考え

・原子力災害対策特別措置法第２０条第３項の規定に基づき、原

子力災害対策本部長から関係地方公共団体の長に対する指示に

より、当該関係地方公共団体の長が、同法第２８条第２項で読

み替えられる災害対策基本法第６３条第１項の規定に基づく警

戒区域を設定することとする。

・警戒区域は、立入りの制限として設定し、緊急事態応急対策に

従事する者以外の者の立入りを制限することとし、一時立入り

の許可基準は、原子力災害対策本部長が別に示すこととする。

・警戒区域の設定に当たっては、立入りができないよう物理的な
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措置を原則として講ずることとする。

（２）設定年月日

４月２２日午前０時

（３）設定範囲

原子力災害対策特別措置法第２０条第３項の規定に基づき、

原子力災害対策本部長が居住者等の避難のための立退きを関係

地方公共団体へ指示している地域（福島第一原子力発電所から

半径２０ｋｍ圏内、海域も含む。）を設定範囲とする。

２ 警察等との連携

警戒区域の設定は、道路における物理的な立入制限の措置に加え、

警察等による検問により担保される必要がある。そのため、原子力

災害対策特別措置法第２０条第３項の規定に基づく原子力災害対策

本部長の指示に際しては、警察等との綿密な調整を行うこととする。

（参考）

〈警戒区域の設定の法的効果〉

・警戒区域への立入制限に違反する場合には、１０万円以下の罰金

又は拘留（原子力災害対策特別措置法第２８条第１項により読み

替えられる災害対策基本法第１１６条）。
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